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株式会社東京スター銀行（東京都港区、代表執行役頭取 伊東 武）は、「スターワン口座」の円普通預金

の優遇金利を、2026 年 6 月に最大年利 0.8％（変動金利/税引後 0.6374％）、2026 年 7 月に最大年利

1.0％（変動金利/税引後 0.7968％）へ段階的に引き上げることを決定しました。 

 

2026 年 6 月から、今年 1 月に続く金利引き上げとして、所定の条件を満たしたお客さまに対し、     

スターワン円普通預金の優遇金利を最大年利 0.8％（変動金利/税引後 0.6374％）とします。       

さらに 2026 年 7 月から、適用条件を見直したうえで、優遇金利を最大年利 1.0％（変動金利/税引後

0.7968％）へ引き上げます。 

 

各時点における優遇金利の適用条件は、以下のとおりです。 

 

【2026 年 6 月から適用 最大年利 0.8％（変動金利/税引後 0.6374％）】 

適用条件 適用金利 

給与・年金受取口座指定 年利 0.8％ 

資産運用商品 300 万円以上保有かつ NISA口座を保有し、投資信託を購入 年利 0.8％ 

 

【2026 年 7 月から適用 最大年利 1.0％（変動金利/税引後 0.7968％）】 

適用条件 適用金利 

以下の条件のうち、いずれか 2つを満たした場合 

 給与・年金受取口座指定 

 資産運用商品 300 万円以上保有 

 NISA 口座を保有し、投資信託を購入 

年利 1.0％ 

 

※ 表中の適用金利は、記載された条件を満たした場合に適用されます。 

※ 給与・年金受取口座指定の条件のみを満たした場合、2026 年 7 月の優遇金利は年利 0.8%となります。 

※ 資産運用商品 300 万円以上保有、または NISA 口座を保有し、投資信託を購入のいずれか一方のみを 

満たした場合、2026年 6月、7月ともに、優遇金利は年利 0.35％（変動金利/税引後 0.2788％）となります。 

※ 上記金利は 2026年 5 月 28日時点の予定金利であり、変更となる場合があります。お取り引きにあたって

は、当行ホームページ【金利優遇プログラムについてのご注意事項】にて最新の金利をご確認ください。 
 

 

本優遇金利は、給与・年金の受取額に関わらず、条件を満たしたスターワン口座の普通預金残高に  

対して適用されます。また、条件判定は毎月末に行い、翌月の原則第 5営業日から適用されます。 

 

当行は今後も、金利を含む商品・サービスの見直しを通じて、お客さまの資産形成と日常の資金管理を

支える金融サービスの提供に努めてまいります。 
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https://www.tokyostarbank.co.jp/campaign/rate_program/#caution


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

東京スター銀行 広報・サステナビリティ推進室 TEL：03-3586-3111（平日 9：00～17:00） 

*1 受け渡しとは、約定した取り引きの決済にともない資金の受け渡しを行うことです。申込日・約定日

から受け渡しが行われるまで数営業日を要します。 

本プログラムでは、以下①～③の条件のうち 1 つ以上を満たした場合に、スターワン円普通預金の

金利を翌月の原則第 5 営業日から優遇します。なお、適用される金利は、満たす条件の内容および

組み合わせに応じて異なります。 

 

①給与・年金受取口座指定のお客さま 

 スターワン円普通預金のお取引明細の摘要に「給与振込（または「給振」）」または「年金」と記載

がある場合、優遇金利が適用されます。 

 「給与振込（または「給振」）」の記載がない場合、または最後に「年金」の受け取りがあった月から

1 年間受け取りがない場合、翌月から通常金利となります。 

 

②資産運用商品（円仕組み預金・外貨預金・投資信託）を 300 万円以上保有されているお客さま 

 月末時点の資産運用商品（円仕組み預金・外貨預金・投資信託）残高を合計し、円換算で 300 万

円以上の場合、優遇金利が適用されます。300 万円未満となった場合は翌月から通常金利となり

ます。 

 資産運用商品の評価額は相場の影響により変動するため、購入時に 300 万円以上であっても、

月末時点で 300 万円未満になった場合は優遇金利の対象外となります。 

 

③NISA 口座を保有し、投資信託を購入されたお客さま 

 月末時点で NISA 口座を保有し、投資信託を購入のうえ月内に受け渡し*1 が完了している場合、

優遇金利が適用されます。 

 NISA 口座を解約（金融機関変更による他社移管を含む）した場合、または受け渡しが完了してい

ない場合は、翌月から通常金利となります。 

 

詳細は、以下の当行ホームページ【金利優遇プログラムについてのご注意事項】をご確認ください。 

https://www.tokyostarbank.co.jp/campaign/rate_program/#caution 

【金利優遇プログラム詳細】 

 

https://www.tokyostarbank.co.jp/campaign/rate_program/#caution

